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四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス管理規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○四万十町十和高齢者生活福祉センター（削除）管理規則 ○四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス管理規則 

平成18年３月20日規則第76号 平成18年３月20日規則第76号

改正 改正 

平成24年７月20日規則第21号 平成24年７月20日規則第21号 

平成30年３月14日規則第５号 平成30年３月14日規則第５号 

令和３年２月３日規則第３号 令和３年２月３日規則第３号 

四万十町十和高齢者生活福祉センター（削除）管理規則 四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス管理規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、四万十町十和高齢者生活福祉センター（削除）条例（平

成18年四万十町条例第72号。以下「条例」という。）第19条の規定に基づ

き、四万十町十和高齢者生活福祉センター（削除）（以下「福祉センター」

という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハ

ウス条例（平成18年四万十町条例第72号。以下「条例」という。）第19条

の規定に基づき、四万十町十和高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウ

ス（以下「福祉センター」という。）の管理運営について必要な事項を定

めるものとする。 

（定員） （定員） 

第２条 福祉センターの定員は、次のとおりとする。 第２条 福祉センターの定員は、次のとおりとする。 

(１) デイサービス事業 (１) デイサービス事業 

高齢者生活福祉センター 18人 高齢者生活福祉センター 18人 

（削除） 高齢者生活支援ハウス 18人 

(２) 居住部門事業 (２) 居住部門事業 

高齢者生活福祉センター 15人 高齢者生活福祉センター 15人 

（削除） 高齢者生活支援ハウス 16人（ただし、短期入所生活介護の利用定員

６人を含む。） 

（居住部門の利用期間） （居住部門の利用期間） 

第３条 条例第６条第３号アの一定期間とは、６か月以内とし、６か月を超

えて利用しようとする場合は、新たに条例第８条の利用許可を受けなけれ

ばならない。（削除） 

第３条 条例第６条第３号アの一定期間とは、６か月以内とし、６か月を超

えて利用しようとする場合は、新たに条例第８条の利用許可を受けなけれ

ばならない。ただし、短期入所生活介護利用の場合は、この限りでない。 
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改正後 改正前 

（利用の申請） （利用の申請） 

第４条 条例第８条の規定に基づき、福祉センターの利用許可を受けようと

する者は、次に定める利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。 

第４条 条例第８条の規定に基づき、福祉センターの利用許可を受けようと

する者は、次に定める利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。 

(１) デイサービス事業を利用しようとする者 デイサービス利用登録申

請書（様式第１号） 

(１) デイサービス事業を利用しようとする者 デイサービス利用登録申

請書（様式第１号） 

(２) 居住部門事業を利用しようとする者 居住施設利用申請書（様式第

２号） 

(２) 居住部門事業を利用しようとする者 居住施設利用申請書（様式第

２号） 

（削除） (３) 訪問による配食サービス事業を利用しようとする者 配食サービス

利用登録申請書（様式第３号） 

(３) 居住部門事業による短期居住を利用しようとする者 短期居住利用

申請書（様式第３号） 

(４) 居住部門事業による短期居住を利用しようとする者 短期居住利用

申請書（様式第４号） 

(４) 福祉センターを利用しようとする者 高齢者生活福祉センター（削

除）利用申請書（様式第４号） 

(５) 福祉センターを利用しようとする者 高齢者生活福祉センター及び

生活支援ハウス利用申請書（様式第５号） 

（利用の許可） （利用の許可） 

第５条 指定管理者は、前条の申請により、許可の決定を行った場合は、高

齢者生活福祉センター（削除）利用登録許可（却下）決定通知書（様式第

５号）により申請人に通知するものとする。 

第５条 指定管理者は、前条の申請により、許可の決定を行った場合は、高

齢者生活福祉センター及び生活支援ハウス利用登録許可（却下）決定通知

書（様式第６号）により申請人に通知するものとする。 

２ 指定管理者は、前項により許可を受けた者については、直ちに福祉セン

ター利用登録台帳に登録しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項により許可を受けた者については、直ちに福祉セン

ター利用登録台帳に登録しなければならない。 

（管理の方法） （管理の方法） 

第６条 福祉センターの管理の方法については、町長の承認を得て指定管理

者が定めるものとする。 

第６条 福祉センターの管理の方法については、町長の承認を得て指定管理

者が定めるものとする。 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第７条 条例第11条で定める利用料金は、翌月25日までに納付しなければな

らない。ただし、月の途中で居住部門に入居又は退居する場合は、日割計

算により指定された期日までに納付しなければならない。 

第７条 条例第11条で定める利用料金は、翌月25日までに納付しなければな

らない。ただし、月の途中で居住部門に入居又は退居する場合は、日割計

算により指定された期日までに納付しなければならない。 

（利用料金の減免） （利用料金の減免） 
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改正後 改正前 

第８条 利用料の減免を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター（削

除）利用料減免申請書（様式第６号）を指定管理者に提出しなければなら

ない。 

第８条 利用料の減免を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター及び

生活支援ハウス利用料減免申請書（様式第７号）を指定管理者に提出しな

ければならない。 

２ 町長は、利用料の減免申請があった場合は、直ちに減免の有無を決定し、

申請者及び高齢者生活福祉センター（削除）の指定管理者に通知するもの

とする。 

２ 町長は、利用料の減免申請があった場合は、直ちに減免の有無を決定し、

申請者及び高齢者生活福祉センター及び生活支援ハウスの指定管理者に通

知するものとする。 

（損傷又は滅失の届出） （損傷又は滅失の届出） 

第９条 利用者は、施設を損傷又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届

け出てその指示を受けなければならない。 

第９条 利用者は、施設を損傷又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届

け出てその指示を受けなければならない。 

（利用者の遵守事項） （利用者の遵守事項） 

第10条 福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 第10条 福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(１) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為を

しないこと。 

(１) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為を

しないこと。 

(２) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為を

しないこと。 

(２) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為を

しないこと。 

(３) その他指定管理者の指示に従うこと。 (３) その他指定管理者の指示に従うこと。 

（他機関との連携） （他機関との連携） 

第11条 指定管理者は、利用者の心身の状況等を常に把握するとともに、診

療所等との連携を密接に図りながら、利用者の健康管理と救急の処置につ

いて遅滞なく対応できるよう努めなければならない。 

第11条 指定管理者は、利用者の心身の状況等を常に把握するとともに、診

療所等との連携を密接に図りながら、利用者の健康管理と救急の処置につ

いて遅滞なく対応できるよう努めなければならない。 

（関係諸帳簿の整備） （関係諸帳簿の整備） 

第12条 指定管理者は、事業記録及び経理に関する帳簿等必要とする書類を

備え付けなければならない。 

第12条 指定管理者は、事業記録及び経理に関する帳簿等必要とする書類を

備え付けなければならない。 

（業務及び経理に関する報告） （業務及び経理に関する報告） 

第13条 指定管理者は、事業の実施状況及び施設の経理状況については逐次

町長に報告しなければならない。また、毎年度の利用実績報告書及び収支

決算報告書を年度終了後２か月以内に町長に提出しなければならない。 

第13条 指定管理者は、事業の実施状況及び施設の経理状況については逐次

町長に報告しなければならない。また、毎年度の利用実績報告書及び収支

決算報告書を年度終了後２か月以内に町長に提出しなければならない。 

（法の適用） （法の適用） 
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改正後 改正前 

第14条 通所介護及び短期入所生活介護で福祉センターを利用する者は、法

又は厚生労働省令の定めるところにより、利用の手続及び利用料の支払等

を行うものとする。 

第14条 通所介護及び短期入所生活介護で福祉センターを利用する者は、法

又は厚生労働省令の定めるところにより、利用の手続及び利用料の支払等

を行うものとする。 

（補則） （補則） 

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成18年３月20日から施行する。 １ この規則は、平成18年３月20日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の十和村高齢者生活福祉セン

ター及び生活支援ハウスの設置及び管理運営に関する規則（平成８年十和

村規則第10号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の十和村高齢者生活福祉セン

ター及び生活支援ハウスの設置及び管理運営に関する規則（平成８年十和

村規則第10号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成24年７月20日規則第21号） 附 則（平成24年７月20日規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月14日規則第５号） 附 則（平成30年３月14日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 この規則は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年２月３日規則第３号） 附 則（令和３年２月３日規則第３号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 

 

様式第１号（第４条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第２号（第４条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第４条関係） 
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改正後 改正前 

様式第３号（第４条関係） 

 

様式第４号（第４条関係） 
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改正後 改正前 

様式第４号（第４条関係） 

 

様式第５号（第４条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第５条関係） 

 

 

 

様式第６号（第５条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第８条関係） 

 

 

様式第７号（第８条関係） 

 

 
 


